
                                

                                

                                

                              

介護保険要介護（要支援）認定者の方に 

介護保険負担割合証が届きます 

平成 30 年度の介護保険負担割合が決定しましたので、介護保険要介護（要支援）認定者（平成 30 年 8 月

1 日を基準日に有効な認定を持っている方）に対して 7 月中旬ごろに福岡県介護保険広域連合本部から介護

保険負担割合証が郵送されます。 

これは、新たな有効期間分（平成 30 年 8 月 1 日～平成 31 年 7 月 31 日）となりますので、現在お持ちの

介護保険負担割合証（平成 30 年 7 月 31 日有効期間分）との差し替えをお願いします。 

また、介護保険の制度改正に伴い、平成 30 年 8 月から一定以上の所得がある方は、負担割合が 3 割にな

ります。ご自身の負担割合は下記を参考にしてください。 

オリーブ・椿を育ててみませんか 

うきは市では、農商工連携事業取組の一環としてオリーブ、

椿の栽培を推進しています。 

オリーブオイルの販売も好評で完売し、オリーブ実の塩漬

けも季節限定の人気商品となっています。カメリアオイル（椿

油）も好評販売中です。 

栽培に取り組んでいただける方にオリーブ部会及び椿研究

会を通じて苗代 2 分の 1 を補助します。(対象は新植のみとな

ります。) 

◇申 込 期 限 10 月 31 日（水）まで 

◇植付け目安 ◆オリーブ 50 本/10a 

◆ツバキ 100～150 本/10a 

◇植付け時期 1 月～3 月中旬 

◇補 助 金 額 予算の範囲内での補助 

◇新 植 ・ ・ ・補助率 1/2、1 部会員当たり上限 12 万円 

※補植は、補助の対象となりません。 

●申込み・問合せ 

うきはブランド推進課商工振興係 ℡76-9095 

※第 2 号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者は上記にかかわらず 1 割負担。 

●問合せ 保健課介護・高齢者支援係 ℡75-4960 

３割負担

２割負担

１割負担

本人の合計所得金額が
160万円以上220万円未満

下記（Ｂ）以外の場合

（Ｂ）同一世帯の第１号被保険者の「年金収
入+その他の合計所得金額」が
単身：280万円未満
２人以上：346万円未満

第
１
号
被
保
険
者

本人の合計所得金額が160万円未満

（Ａ）同一世帯の第１号被保険者の「年金収
入+その他の合計所得金額」が
単身：340万円未満
２人以上：463万円未満

下記（Ａ）以外の場合

本人の合計所得金額が220万円以上


